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第２ 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本

的な事項 

第２ 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本

的な事項 

一 特定健康診査の実施に係る目標 一 特定健康診査の実施に係る目標 

令和11年度における特定健康診査の実施率を70％以上にする

こと。 

各保険者の目標は次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏

まえて設定すること。 

１～３ （略） 

４ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の加入

者に係る特定健康診査の実施率 70％以上 

５ （略） 

平成35年度における特定健康診査の実施率を70％以上にする

こと。 

各保険者の目標は次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏

まえて設定すること。 

１～３ （略） 

４ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の加入

者に係る特定健康診査の実施率 65％以上 

５ （略） 

二 特定保健指導の実施に係る目標 二 特定保健指導の実施に係る目標 

令和11年度における特定保健指導の実施率を45％以上にする

こと。 

各保険者の目標は、次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を

踏まえて設定すること。 

１ （略） 

２ 健康保険組合（健康保険法第11条第１項の規定により設立

されたものに限る。）の加入者に係る特定保健指導の実施率

 60％以上 

３ 法第７条第２項に規定する共済組合の加入者に係る特定保

健指導の実施率 60％以上 

４・５ （略） 

平成35年度における特定保健指導の実施率を45％以上にする

こと。 

各保険者の目標は、次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を

踏まえて設定すること。 

１ （略） 

２ 健康保険組合（健康保険法第11条第１項の規定により設立

されたものに限る。）の加入者に係る特定保健指導の実施率

 55％以上 

３ 法第７条第２項に規定する共済組合の加入者に係る特定保

健指導の実施率 45％以上 

４・５ （略） 

三 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 三 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

令和11年度において、平成20年度と比較したメタボリックシ

ンドロームの該当者及び予備群の減少率（特定保健指導対象者

の減少率をいう。）を25％以上にすること。 

各保険者は当該数値を必ずしも目標として設定する必要はな

平成35年度において、平成20年度と比較したメタボリックシ

ンドロームの該当者及び予備群の減少率（特定保健指導対象者

の減少率をいう。）を25％以上にすること。 

各保険者は当該数値を必ずしも目標として設定する必要はな



 

いが、特定健康診査等の対象者におけるメタボリックシンドロ

ームの該当者及び予備群の構成割合や減少率を基に、各保険者

において、特定健康診査等の効果の検証や効率的な対策の検討

を行うことは重要であることから、各保険者がこれらの数値を

把握し、保健事業に活用することが望ましい。 

いが、特定健康診査等の対象者におけるメタボリックシンドロ

ームの該当者及び予備群の構成割合や減少率を基に、各保険者

において、特定健康診査等の効果の検証や効率的な対策の検討

を行うことは重要であることから、各保険者がこれらの数値を

把握し、保健事業に活用することが望ましい。 

 


